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【第１章 総則】 

１ はじめに 

教育基本法において、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なも

のであるとされ、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備などが市に求められて

います。就学前施設における幼児教育は、国において平成２９年３月３１日に告示された

「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（以下、

「指針等」という。）に基づいて実施されており、共通して「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿」が示されています。 

本市においては、就学前の子ども達が過ごす場所が異なっていても、子どもにとっての

質の高い教育と保育を保障することを目的に、「大津市幼児教育・保育共通カリキュラム」

を平成２８年度に策定しました。その後、指針等の内容を反映した「新大津市幼児教育・保

育共通カリキュラム」を令和５年度に策定し、策定当初から掲げている基本理念やめざす

子ども像に基づき、乳児期から小学校の接続期までを見通した、等しく質の高い教育・保

育を一体的に提供することを目指しています。 

一方で、核家族化や女性の社会進出による共働き世帯の増加などに加えて、近年では

急速に少子化が進行しており、幼稚園を始めとする就学前施設を取り巻く社会環境は大

きく変化してきています。 

文部科学省が毎年発表する学校基本調査の結果からは、幼稚園の施設数と園児数が毎

年減少していることが分かり、令和７年度学校基本調査においては、対前年度比較で、施

設数が３０５減少し、園児数は約６万８千人減少しています。これは滋賀県においても同様

で、幼稚園の施設数は３減少し、園児数は８８６人減少しています。 

本市も例外ではなく、少子化の進行による就学前児童数の減少に加えて、共働き世帯

の増加などによる保育ニーズの高まりを受け、大津市立幼稚園の園児数は毎年減少を続

けています。こうした現状から、学校教育法第２３条における幼稚園教育の目標を達成す

るために必要とされている、「幼稚園において、幼児は多数の同年代の幼児と関わり（中略）

主体性や社会的態度を身に付けていく」（幼稚園教育要領解説より）ことが難しくなり、子

どもの人間関係の固定化や体験できる遊びが限られるなど、集団生活を通して培う社会

性の育ちといった、子どもにとって望ましい教育環境の保障が課題となっています。 

以上のことから、子どもの育ちの場を確保するとともに、質の高い教育・保育環境の提

供と保護者支援を目指して、大津市立幼稚園再編等計画を策定するものです。 
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２ 本市の現状 

（１）就学前児童の人口推移について 

本市の就学前児童の人口は、表 １及び図 １に示すとおり、平成２６年３月３１日の 

１８，９７１人をピークに毎年減少しており、平成２６年３月３１日と令和７年３月３１日を比較

すると、市全体で３，９１３人（約２０．６%）減少しています。 

また、本市における合計特殊出生率は令和６年度で１．２９となっており、全国の１．１５と

比較すると０．１４ポイント高くなっているものの、平成２６年度から中期的には右肩下がり

の状態となっています。加えて、現在の人口を維持できる水準（概ね２．０７）を下回る状況

であることから、本市においても少子化の進行が一層懸念されています。 

一方で、地域によっては、宅地開発やマンション開発が多く行われていることから、転入

人口が多く、就学前児童の人口が横ばいや微増の地域もあります。このことが分かるデー

タとして、次ページの表 ２及び図 ２に、小学校区別の就学前児童の人口推移の表と、平

成２６年３月３１日の人口を１とした時の人口推移を中学校区別のグラフとして表していま

す。このグラフからは、堅田中学校区や日吉中学校区では微増傾向にある一方で、全体的

には減少傾向にあることが分かります。 

表 １ 就学前児童数と合計特殊出生率の推移 

図 １ 就学前児童数と合計特殊出生率の推移 
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表 ２ 小学校区別の就学前児童の人口推移 

図 ２ 中学校区別の人口推移 
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（２）母親の就労状況について 

国における男女共同参画の推進や多様な働き方の創出等により、本市においても、子

どものいる女性の就業率の上昇や共働き世帯の割合の増加等、子どもを産み育てる環境

に大きな変化が生じています。 

このことが分かる一つのデータとして、大津市こども・若者支援計画策定にあたって令

和５年度に実施したアンケート調査（以下、「アンケート調査」という。）の結果を図 ３のと

おり示します。調査結果によると、未就学児童の母親の就労状況は、前々回調査、前回調

査と比較して今回調査では、「フルタイム」、「パート・アルバイト」ともに割合が増加しており、

全体としても就労している母親が増えていることが分かります。 

 

 

 

 

 

図 ３ 未就学児童の母親の就労状況の経年変化 

また、未就学児童の母親の就労状況の１年後の希望について、図 ４のとおり、現在と１

年後の希望を比較したものを示します。「専業主婦」を希望する割合が現在より約１３ポイ

ント低くなっており、「フルタイム【週５日・１日８時間程度】」や「パート・アルバイト【月６４時

間以上】」、「パート・アルバイト【月６４時間未満】」といった、１年後の就労を希望する母親

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

図 ４ 未就学児童の母親の就労状況の１年後の希望 
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アンケート調査内では、平日に定期的に利用したい、利用を継続したい教育・保育施設

等の希望について、家庭類型別の集計が表 ３のとおり示されています。 

「フルタイム×フルタイム」、「フルタイム×パート（長）」の家庭では、利用したい就学前施

設として「認可保育所」が最も高く、次いで「認定こども園」となっています。一方で、「フル

タイム×パート（短）」、「専業主婦・主夫家庭」では、「幼稚園」を希望されている割合が最も

高くなっていることから、保護者の就労状況によって、教育・保育施設等の希望に違いが

出ていることが分かります。 

 

 

表 ３ 家庭類型別就学前施設利用希望 

ここで、家庭類型の考え方は、図 ５に示すとおりです。 

 

          母親 

父親 フルタイム 
パート・アルバイト 

専業主婦 
月６４時間以上 月６４時間未満 

フルタイム 

フルタイム 

× 

フルタイム 

フルタイム 

× 

パート（長） 

フルタイム 

× 

パート（短） 

専業主婦・

主夫家庭 
パート・ア

ルバイト 

月６４時

間以上 

フルタイム 

× 

パート（長） 
パート×パート 

月６４時

間未満 

フルタイム 

× 

パート（短） 

専業主夫 専業主婦・主夫家庭 無業×無業 

図 ５ 家庭類型区分の考え方 
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（３）保育ニーズの高まりについて 

本市の就学前児童の施設利用割合は、図 ６に示すとおり、年齢が上がるにつれて上昇

し、１、２歳で半数以上、３歳以上で９割以上が幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育

事業所を利用しています。企業主導型保育施設やその他の認可外保育施設を含めると、３

歳以上はほぼすべての児童が何らかの施設を利用していると考えられます。 

 

 

一方で、アンケート調査において、施設を利用していない家庭の「平日に定期的に教育・

保育事業を利用していない理由」を調査した結果は図 ７のとおりとなっています。最も多

い意見は、「子どもが３歳になれば幼稚園の利用を考えている」となっており、「その他」の

意見としては、「申請中（結果待ち）」や「育休中」の回答が多く、「利用できるならしたいが、

３歳未満は保育料が高い」や「子どもに医療的ケアが必要で利用できない」といった回答も

見られました。 

図 ６ 就学前児童の施設利用状況 

（単位：人） 
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図 ７ 平日に定期的に教育・保育事業を利用していない理由 

本市における、満３歳以上の教育を希望する子ども（１号認定子ども）と、保育を希望す

る子ども（３歳以上は２号認定子ども、０歳から２歳までは３号認定子ども）の経年変化は

図 ８のとおりです。１号認定子どもは平成２１年度以降緩やかに減少しており、市立幼稚

園で段階的に３年保育を開始した平成２９年度以降は増加に転じたものの、３年保育に全

園移行完了した令和２年度以降は再び減少しています。一方で、２、３号認定子どもはこれ

まで増加し続けてきましたが、令和２年度以降は横ばいで推移しています。また、保育所・

認定こども園の施設数についても、平成２７年度以降増加し続けていましたが、令和２年

度以降は横ばいで推移しています。 

図 ８ 認定児童数の推移 
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次に、保育所・認定こども園・幼稚園別の園児数の推移及び定員充足率を表 ４のとおり

示します。 

幼稚園に通う園児数は、市立、私立・国立問わず減少傾向にあります。令和２年度と令和

７年度を比較すると、幼稚園の施設数が減少している影響も考えられますが、市内の就学

前児童数の減少傾向と同様に、幼稚園に通う園児数も右肩下がりで推移しています。 

また、保育所の園児数も同様で、市立、私立問わず減少傾向にあります。一方で、認定こ

ども園の２・３号認定の園児数は、令和２年度の２，１３４人から令和７年度の３，５１８人と

年々増加しています。これは、私立保育所の施設数が令和２年４月時点の５３園から令和７

年４月時点の４０園まで、１３園減少している一方で、私立認定こども園の施設数が令和２

年４月時点の２０園から令和７年４月時点の３７園まで、１７園増加していることも影響して

いると考えられます。加えて、保育所及び認定こども園が非常に高い定員充足率となって

いることからも、保育ニーズの高まりを受けた傾向と想定されます。 

表 ４ 就学前施設利用状況および定員充足率 
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（４）市立幼稚園の園児数の推移について 

各市立幼稚園における平成３０年度から令和７年度までの園児数の推移は表 ５のとお

りです。市立幼稚園の園児数は、全ての市立幼稚園での３年保育実施が完了した年である

令和２年度の２，３５８人がピークとなっており、その後は減少を続け、令和７年４月１日現

在で１，５２３人（比叡平こども園の１号認定児を含む）と、令和２年度の約６５％程度にまで

減少しています。また、令和７年４月１日現在で、複数学級が設置できている園は３園のみ

となり、加えて、１クラスあたりの園児数が定員の半分に満たない園や、各年齢の園児数が

一桁となっている園もあるなど、全体として規模の縮小が進んでいます。 
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  表 ５ 各市立幼稚園の園児数推移 
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（５）市立幼稚園の運営費等の状況について 

本市には、令和７年４月１日現在で市立幼稚園が２８園設置さ

れており、大まかな位置は、図 ９に示す赤い星マークの部分に

なります。 

また、表 ６は、市立幼稚園２８園と市立認定こども園１園の合

計２９園の１年間の運営に要する経費について、令和６年度の実

績を表したものです。運営費には、職員の人件費のほか、光熱水

費や通信運搬費、施設保守に係る経費などが含まれています。 

 

 

 

 

一方で、図 １０の棒グラフのとおり、特別な配慮を必要とする子どもの数は年々増加傾

向にあります。また、図 １０の折れ線グラフのとおり、市立幼稚園では１園あたり約１０人

の特別な配慮を必要とする子どもを受け入れており、これは、民間園の２倍以上となって

いることから、公立幼稚園が果たすべき役割の一つになっていると考えられます。 

このことから、幼稚園教育をコスト面のみで評価することはできないものの、コスト意識

をもって適正な幼稚園の運営を行いながら、幼稚園教育の質の向上を図ることが重要で

す。 

  

項目 経費 １園あたり平均額 

人件費等 １,７４４,５６８,９２８円 ６０,１５７,５４９円 

維持管理費 １８１,６４６,７４０円 ６,２６３,６８１円 

合計 １,９２６,２１５,６６８円 ６６,４２１,２３０円 

表 ６ 市立幼稚園の運営費 図 ９ 市立幼稚園の位置関係 

図 １０ 特別な配慮を必要とする子どもの数 
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（６）保護者ニーズの変化について 

本市においては、前述のアンケート調査を始め、これまで主に下記の３つのニーズ調査

及びアンケート調査を実施しています。それぞれのニーズ調査及びアンケート調査におけ

る、「利用する施設等を選択する際に重視すること（複数回答可）」に対する回答の集計結

果を図 １１のとおり示します。 

ただし、それぞれの調査対象者は市立幼稚園の利用者や希望者に限定したものではあ

りません。 

なお、「駅の近くにある」は平成３１年３月までの調査項目であり、令和６年３月からは新

たに「安全・危機管理が徹底されている」の項目が追加されています。 

 

ア 「大津市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査報告書」（平成２６年３月） 

イ 「次期大津市子ども・子育て支援事業計画 第２次大津市次世代育成支援行動計

画 大津市子ども・若者プラン策定のためのアンケート調査結果報告書」（平成３１

年３月） 

ウ 「次期大津市子ども・若者支援計画策定のためのアンケート調査結果報告書」（令

和６年３月） 
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図 １１ ニーズ調査、アンケート調査結果 

（利用する施設等を選択する際に重視すること） 
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図 １２に示す折れ線グラフは、令和６年３月のアンケート調査の結果において、重視する

割合の上位８項目について、経年変化を示したものです。 

「自宅の近くにある」は、順位は１位のままですが、重視すると回答された割合は低下傾

向にあります。同様に、低下傾向にある項目は、「教育・保育の内容がよい」、「子どもが将

来通う小学校区にある」となっています。 

一方で、「園長・スタッフの対応や印象がよい」は、順位は２位のままですが、重視すると

回答された割合は増加傾向にあります。同様に、増加傾向にある項目は、「給食を提供して

いる」、「保育時間が希望どおりである」、「施設・設備が充実している」、「駐車場がある」と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

また、図 １３に示す折れ線グラフは、令和６年３月のアンケート調査の結果において、重

視する割合の下位８項目について、経年変化を示したものです。 

重視すると回答された割合は全体的に横ばい、又は、低下傾向にある中、「きょうだい

が通っている」という項目は大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １２ 重視する割合の上位８項目（令和６年３月）の経年変化 

図 １３ 重視する割合の下位８項目（令和６年３月）の経年変化 
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３ これまでの取組 

（１）「大津市立幼稚園・保育園のあり方の方針」の策定 

本市では、今後の市立幼稚園・保育園のあり方について協議し、広く意見を聞くために、

学識経験者に加えて幼稚園及び保育園の代表者などで組織される「大津市立幼稚園・保

育園のあり方検討委員会」を平成２６年度に設置し、従来の枠組みを超えて全市的な観点

から幼稚園・保育園のあり方の検討を行い、平成２７年５月に「大津市立幼稚園・保育園の

あり方の方針」を策定しました。 

「大津市立幼稚園・保育園のあり方の方針」では、市立幼稚園の今後のあり方として、１

小学校区１市立幼稚園の考え方を見直して、 

 

⚫ 広域エリアを基本に再編し、適正規模を確保 

⚫ 地域の実情に応じた３年保育の実施 

 

が定められました。また、市立幼稚園の再編については、「市立幼稚園の適正配置」として、 

 

⚫ １学級の人数を「４歳児は２０人以上」、「５歳児は２５人以上」 

⚫ 複数級園（各学年）の編成を基本とした配置 

 

とされ、「幼保一元化の取組」として、 

 

⚫ 保育園との一体的な運営 

⚫ 園児数が少ない地域を中心として、認定こども園への移行などの取組の促進 

 

が明記されました。 

また、本市のすべての乳幼児たちに質の高い教育・保育を提供するために、「基本理念」、

「めざす子ども像」を定め、０歳児から小学校接続期までのカリキュラムの策定を進めるこ

ととされました。 
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（２）「大津市幼児教育・保育共通カリキュラム」の策定 

「大津市幼児教育・保育共通カリキュラム」は、幼稚園教育要領と保育所保育指針を基本

として、就学前の子ども達が過ごす場所が異なっていても、子どもにとっての質の高い教

育と保育を保障することを目的に、市立幼稚園・保育園の保育者を中心メンバーとした策

定会議により、平成２８年度に策定されました。 

この共通カリキュラムには、０歳児から小学校接続期までのカリキュラムが定められて

いるほか、本市の幼児教育・保育の基本理念と、めざす子ども像が以下のように掲げられ

ました。 

 

【大津市幼児教育・保育の基本理念】 

すべての子どもたちが愛されることを基盤に、「心豊かにたくましく生きる力」を育む 

 

【めざす子ども像】 

わくわく のびのび いきいき 

        健やかでたくましい子ども 

        心豊かに人と関わる子ども 

        夢中になって遊び、よく考える子ども 

 

なお、この共通カリキュラムは、令和５年度に指針等の改訂の要素を検討の視点に加え

ながら、新カリキュラムとして改訂が行われました。新カリキュラムは、策定当初に掲げら

れた基本理念やめざす子ども像に基づき、乳児期から小学校の接続期までを見通した、等

しく質の高い教育・保育を一体的に提供するために、「教育及び保育の内容並びに子育て

の支援等に関する全体的な計画」として明確に位置付け、どの教育・保育施設においても、

共通に質の高い教育・保育を実施するための指針となっています。 
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（３）「３年保育実施の年次計画・規模適正化に向けた実施計画」の策定 

本市では、１６ページに記載のとおり、平成２７年５月に「大津市立幼稚園・保育園のあり

方の方針」を策定しましたが、この方針を踏まえ、今後の市立幼稚園のあり方について、３

年保育の実施及び個別の地域での再編等の方向性を具体的に示すため、「大津市立幼稚

園における３年保育実施の年次計画・大津市立幼稚園規模適正化に向けた実施計画」を平

成２８年９月に策定しました。なお、この計画の策定にあたっては、教育的観点からの視点

を最優先に、財政的観点も考慮することとしました。 

 

⚫ 教育的観点 

 一人一人の発達の保障や集団形成は、一定の規模を有する適正な集団が確保さ

れることによって、幼稚園教育要領に示している主体性と社会的態度を身に付け

ていくと考えられます。 

 

⚫ 財政的観点 

 人口減少が予想される中、持続可能な公共施設のあり方を検討していく必要が

あり、大津市公共施設適正化計画（令和４年７月改訂、現「大津市公共施設総合管理

計画」）では、公共施設全体を財政・サービス・運営面から最適かつ安全に持続可能

な規模・量・運営形態に見直し、適正化を図っていくことが求められています。 

 

この計画の中で３年保育実施の年次計画が定められ、平成２９年度から４年間をかけて

３年保育を順次実施し、令和２年度には全ての市立幼稚園で３年保育が実施されることと

なりました。 

また、市立幼稚園の規模適正化に向けて、再編基準として、 

 

「再編に先駆けて実施する３年保育の実施後、 

４歳児の園児数が３年連続して、適正規模である２０人を下回った場合は、 

近隣の幼稚園との再編を行います」 

 

と定められました（地理的要因により、比叡平幼稚園と大石幼稚園は対象外）。併せて、「大

津市立幼稚園・保育園のあり方の方針」で定められた「広域エリア」の考え方である、「中学

校区ブロック」ごとに、規模の適正化を図っていくとされました。 
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（４）計画の見直しと市立幼稚園のあり方の再検討 

令和２年３月に、それまで検討されていた市立保育園の民営化を一旦白紙に戻す中で、

保育園や幼稚園などの就学前児童の施設全体について、公の役割や地域の特性、人口推

計などを踏まえ今後のあるべき姿等を検討することとなりました。 

令和２年８月からは、「保育・幼児教育有識者からの意見を参考とするための会議」を開

催し、公立園のあり方、幼稚園の再編基準及び大津市立認定こども園への移行について協

議が行われました。 

なお、令和２年９月には、市立幼稚園のあり方を検討中のため、「令和３年度入園の園児

が卒園するまでは原則再編を行わない」ことが決定しました。 

この協議の結果、令和３年３月に、下記のとおり検討結果が示されました。 

 

⚫ 再編基準の見直し 

 ４歳児の園児数が、 

① ３年連続して１８人を下回った場合、かつ、現実的に園児数の増加が見込

めない場合、近隣の幼稚園等との再編を視野に入れて、検討を行います。 

② １０人を下回ることが、今後、見込まれる場合、その時点から再編の検討

を進めていきます。 

③ ３年連続して５人を下回った場合、幼保一体施設を除き、原則、近隣の幼

稚園等との再編を行います。 

 

⚫ 認定こども園への移行の検討 

 市立幼稚園の園児数が少ない一部の地域については、園や地域の状況に応じて

市立保育園との統合により認定こども園へ移行するなど、認定こども園の導入を

行うこととし、具体的な園における可能性の検討を進めていきます。 

 

（５）市立幼稚園の規模適正化に向けた現状分析（中間報告)と認定こども園化につ

いて 

令和４年１２月には、市立幼稚園の現状分析について、市議会教育厚生常任委員会にお

いて報告するとともに、平成２４年度から実施していた幼保一体化施設である「やまのこ

ひろば」を「比叡平こども園」として開設する方針を決定し、令和５年度中に条例制定等を

行い、令和６年４月に公立で初めてとなる幼保連携型認定こども園を開設しました。 

その結果、令和６年４月１日現在で、市立幼稚園が２８か所、市立認定こども園が１か所、

市立保育所が１４か所(葛川保育園を含む)となりました。 
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（６）これまでに再編を実施した園とその学区の状況について 

これまでに実施した再編によって、集団規模を大きくすることができました。このことに

より、複数の集団を形成することができ、それぞれが自分の遊びを大事にしながらも、友

達の遊びに刺激を受けたり、友達に刺激を与えたりという姿が見られるようになりました。 

また、地域との繋がりという面においては、それまで園が位置する地域や学区だけの「１

対１」の繋がりであったものが、再編後は、関係する地域を含めた「１対多」の繋がりに広が

り、それに合わせて子ども達の遊びや生活も豊かに展開されています。 

再編後、市立幼稚園と地域との関わりが２倍、３倍と大きくなっていることは、１小学校

区１幼稚園という取組の中で培ってきた、地域の人や物、事との関係性を、変わらず大切

にしている結果であると考えています。 

なお、再編から５～８年近くが経過した園が位置する学区の、令和７年４月時点での状

況は表 ７のとおりです。 

 

・藤尾学区 

藤尾学区において就学前施設を利用している子どものうち、１号認定子どもは約１７％

となっており、そのうち約５８％が藤尾幼稚園跡地に開設された民間こども園を利用して

います。残り約４２％が京都市の私立幼稚園を利用しており、再編後の長等幼稚園は利用

されていません。 

 

・日吉台学区 

日吉台学区において就学前施設を利用している子どものうち、１号認定子どもは約 

２３％となっており、そのうち約２７％が日吉台幼稚園跡地に開設された民間こども園を

利用しています。再編後の坂本幼稚園は約６０％の子どもが、残りの子どもは市内の民間

こども園を利用しています。 

 

・仰木学区 

仰木学区において就学前施設を利用している子どものうち、１号認定子どもは約１５％

となっており、その全員が再編後の仰木の里幼稚園を利用しています。 

 

・雄琴学区 

雄琴学区において就学前施設を利用している子どものうち、１号認定子どもは１９％と

なっており、そのうち約３０％が再編後の坂本幼稚園を利用しています。残り約２６％が仰

木の里東幼稚園を、約３４％がその他の民間こども園をそれぞれ利用しています。 
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表 ７ これまでに再編を実施した園の状況 
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（７）市立幼稚園における３年保育実施の成果について 

市立幼稚園において、平成２９年度から順次実施した３年保育の影響により、８ページの

「認定児童数の推移」のとおり（下記に図 ８を再掲）、平成２９年度から令和２年度にかけ

て、１号認定子どもの園児数が増加しましたが、令和２年度をピークにその後は減少してい

ます。一方で、２号認定子ども及び３号認定子どもは、令和２年度以降も横ばいで推移して

います。 

このことから、市立幼稚園の３年保育を開始したことにより、これまで就学前施設を利

用していなかった３歳児の子ども達が幼稚園を利用できるようになったという効果があ

る一方で、依然として保育ニーズの高まりが続いていると考えられます。 

  

図 １４ 認定児童数の推移（図 ８を再掲） 
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（８）預かり保育の拡大の成果について 

本市の市立幼稚園における預かり保育については、平成２４年度に規則として定め、翌

平成２５年度から本格的に実施し、これまで在園児の保護者の就労支援等を行ってきまし

た。一方で、これまでに記載のあったとおり、保護者の就労状況が変化していることを受

けて保育ニーズが高まっていることから、より市立幼稚園を利用してもらいやすくし、市立

幼稚園の園児数増加に繋げるために、令和７年度から預かり保育の時間を延長し、８時３

０分から９時００分、保育終了後から１７時３０分まで利用できるようにしました。 

預かり保育の拡大について、「働いていても幼稚園！」というキャッチフレーズの下で広

く周知を行った結果、４月１日時点の市立幼稚園の新入園児数は表 ８のとおりとなりまし

た。令和７年度の新入園児数は４８８人で、対前年度比１３人減となったものの、前年の８１

人減と比較すると減少幅は小さくなっています。また、在園児についても、預かり保育を

利用することで、保護者が就労をしながら幼稚園を利用している家庭が増えています。 

一方で、預かり保育の拡大を実施してから１年を経過しておらず、効果検証が十分にで

きないことから、引き続き周知活動に努めるとともに、効果検証を行いながら、より良い

制度となるように取り組んでいくことが必要と考えます。 

 

 

  

表 ８ ４月１日時点の市立幼稚園の新入園児数の推移 
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４ 市立幼稚園が果たしてきた役割 

（１）幼稚園教育要領に基づく質の高い教育の提供 

明治２１年に最初の市立幼稚園が誕生して以来、幼稚園教諭として、計画的に研修・研究

を実施し専門性の向上に努めるとともに、先進的な研究に貢献しながら、遊びを通しての

学びを確立し、環境を通して行う教育の充実を図ってきました。 

また、１７ページに記載のとおり、平成２８年度には「大津市幼児教育・保育共通カリキュ

ラム」を策定し、乳幼児期から学齢期（架け橋期）までの学びの連続性を重視した幼児教

育・保育を推進してきました。 

 

（２）幼稚園と小学校の滑らかな接続 

市立幼稚園は、学校教育機関として、１小学校区１幼稚園という充実した整備環境によ

り、学区の特色や園の状況に応じ、小学校と密に連携しながら教育活動を行ってきました。

幼稚園と小学校が近接している立地環境を生かし、子ども同士の直接的な交流活動や、教

師同士の意見交換、合同研究を始め、「学びをつなぐ」視点での授業・保育改善に取り組み、

共に子どもの育ちを支える体制を構築してきました。 

また、地域に開かれた教育活動の展開や、交流行事、園外保育等の機会を通じて、地域

を愛する人を育て、地域の活性化やまちづくりにも貢献してきました。 

加えて、校種間交流や合同研修の実施等、隣接する小学校や中学校ブロックでの滑らか

な接続、連携の強化を進めるなど、架け橋プログラム推進における要の役割を果たしてき

ました。 

 

（３）地域の特色を生かした幼稚園教育の推進 

地域ごとの自然環境や文化、人との触れ合いなど、特色を生かした教育活動を通じて、

子どもが地域への愛着や感謝の気持ち、誇り、憧れを持つ教育を推進してきました。 

また、保護者への地域の魅力啓発、地域関係団体との連携事業などを園の教育課程へ

位置づけることで、地域コミュニティの活性化への貢献など、子どもが地域社会の一員と

しての感覚を育み、共に社会を形成していく意識の醸成に努めてきました。 
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（４）地域の子育て支援の推進 

地域の子育て不安や子どもの育つ環境へのニーズの多様化に合わせ、乳幼児の健全な

成長を支援するため、子育て家庭をサポートする環境（未就園児親子通園事業、一時預か

り保育）を整備してきました。在園児家庭においては、一時預かり保育を利用しながら引き

続き幼稚園教育を望む家庭が増加しています。 

 

（５）平等に教育の機会を提供し、誰もが学び成長できる環境の保障 

年度途中での転入園児、特別な配慮を必要とする子ども、保育の必要な子ども、また、

児童養護施設で生活する子どもに対して、平等に教育の機会を提供し、誰もが学び成長で

きる環境を保障してきました。 
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【第２章 基本方針】 

５ 基本的な方針と考え方 

（１）就学前教育・保育のあり方について 

「こども・若者の幸せな未来を築くまち おおつ」を基本理念とする「大津市こども・若者

支援計画（計画期間：令和７年度から令和１１年度）」においては、本市のこども・若者が、安

心して自分の力を存分に発揮し、主体的に自らの夢や希望に向かって進むことができる環

境を整えるために、４つの基本方針ごとに、各種施策・取組を設定・推進しています。この

うち、「こどもの教育・保育の充実」の施策においては、本計画に係る取組（市立幼稚園の

規模適正化の推進）のほか、教育・保育の提供体制の確保や教育・保育施設に従事する職

員に対する研修など、本市の就学前の子ども達により良い教育・保育を提供できるように

様々な取組を推進しているところです。これらの取組は、市として、今後も引き続き注力し

ていく必要があることから、本市のこれからの就学前教育・保育のあり方のビジョンは、大

津市こども・若者支援計画と整合を図り、次のとおりとします。 

（２）幼稚園教育のあり方について 

これまでにも記載のとおり、本市においては、平成２８年度に策定された「大津市幼児教

育・保育共通カリキュラム」に基づき、幼稚園や保育園、認定こども園など、子どもが過ご

す場所が異なっていても、子どもにとっての質の高い教育と保育が保障されるよう取り組

んできました。また、令和５年度には共通カリキュラムを再改訂するとともに、令和６年４

月には、本市の公立園で初めての大津市立認定こども園が設置されることとなりました。

再改訂された共通カリキュラムでは、策定当初に掲げられた「幼児教育・保育の基本理念」

と「めざす子ども像」に基づき、乳児期から小学校の接続期までを見通した、等しく質の高

い教育・保育を一体的に提供するために、「大津市幼児教育・保育共通カリキュラム」を「教

育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」として明確に位置付け、

施設種別間の教育及び保育内容の整合性を図りました。 

この共通カリキュラムに掲げられている基本理念、めざす子ども像は、「未来の市民を育

む幼児教育・保育をめざして」定められたものであり、保護者や市民、保育者の共通の願い
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です。社会情勢が変化していく中でも、本市の幼児教育・保育の理念を、時代を超えて提

供し、めざす子どもの育ちを保障することが大切であることから、これらの考えを今後も

引き継いでいくものとします。 

本市の市立幼稚園としては、これまでに培ってきた幼稚園教育、守ってきた幼稚園教育

を、これからも大津市として、継続して、本市の全ての子ども達に提供できるようにしてい

くため、主に次の５点について大切にしていきたいと考えています。 

 

ア 一人一人の発達の特性に応じた幼稚園教育 

子ども達が、それぞれの興味に基づいた活動をすることができ、また、個々の発達段

階に応じた遊びや学び、支援の提供を受けることができる教育を指します。 

教師は、一人一人の子どもの、その子らしい見方、考え方、感じ方、関わり方などを理

解し、個性や発達段階に応じた支援と、一人一人のニーズや関心に寄り添った教育を提

供していく必要があります。 

  

イ 遊びを通した学びを大切にする幼稚園教育 

子ども達が自発的に遊ぶ中で、好奇心や創造性が育まれ、社会的スキルや問題解決

能力を身につけることができる教育を指します。具体的には、創造的な遊び、自然を活

用した直接体験、社会的な交流を含む遊びにより、「自己肯定感」、「意欲」、「思いやり」、

「粘り強さ」、「感情をコントロールする力」など、その後の人生を生き抜いていくための

力の基礎を培っていきます。 

子ども達が、自分の存在を周囲の大人に認められ、守られているという安定した情

緒が支えとなり、自分の世界を広げ、自立した生活に向かっていくことを支えるために、

教師は子ども達との信頼関係を構築していく必要があります。 

 

ウ 環境を通して行う幼稚園教育 

子ども達が、生活を通して、身近なあらゆる環境から刺激を受け、自分から興味をも

って環境に主体的に関わりながら、様々な活動を展開し、充実感や満足感を味わうと

いう体験を重ねていくことできる教育を指します。 

本市では、清潔で安全な施設、年齢に応じた遊具や教材、豊かな園庭の植栽や砂場

など、子どもが自由に探索し、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もう

として、試行錯誤したり、考えたりするようになることができ、安心して学べる環境を、

各園の特色を踏まえ整えるとともに保全に努めています。 

教師は、教育内容に基づいた計画的な環境をつくり、子どもがその環境に関わり主
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体性を十分に発揮し、望ましい方向に向かっていけるよう発達を促していくことが必要

です。 

 

エ 同年代の子どもとの集団生活を営む場が大切にされる幼稚園教育 

子ども達が、一定の集団の中で子ども同士が相互に影響し合い、一人一人の子ども

が発達にそった必要な経験をし、これを通して主体性や社会的態度を自然と身に付け

ていくことができる教育を指します。 

このことは、幼稚園教育要領解説にも示されている内容となります。また、同解説に

は、「同年齢や異年齢の幼児同士が相互に関わり合い、生活することの意義は大きい」

とも記されています。 

対等の関係でお互いに切磋琢磨し合える「同年齢の集団」と、年下への優しさや思い

やりと年上への憧れなどが育まれる「異年齢の集団」とは、それぞれ得られるものが異

なり、そこで得られる経験が子どもの育ちに影響するということを意識した教育を展

開する必要があります。 

 

オ 継続的な評価と改善による教師の資質・能力の向上を図る幼稚園教育 

研修などにより、時代にふさわしい教育実践を子どもの視点で構築できる教師の資

質・能力の向上が図られている教育を指し、このことにより、ア～エに掲げる幼稚園教

育を実践することができます。 

これは、教師の専門性や情熱、子どもへの愛情と尊重が、子ども達の成長の質に大き

く影響することから、子どもの発達について深い理解を持つ、質の高い教職員が幼児

教育の基本となるためです。加えて、保護者への対応や地域との関わりなど、子ども達

のために視野を広く持つことが必要です。そのため、市立幼稚園では、法定研修や、大

津市立幼稚園人材育成指標に基づき、担当課や教育センターによる系統的、継続的な

研修、園内研修や園内カンファレンスなどを実施しています。 

 

加えて、近年の市立幼稚園を取り巻く環境から、次の２点についても、市立幼稚園が今

後担っていくべき大きな役割になっていると考えられます。 

 

カ 架け橋期の教育の推進 

近年、国においても、５歳児から小学校１年生の２年間の「架け橋期」は、幼保小が意

識的に協働して子どもの発達や学びをつなぐことにより、生涯にわたる学びや生活の

基盤をつくることが重要であるとされており、架け橋期の教育・保育の充実に向けた取
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組が注目されています。本市においても、子ども達が幼稚園生活で培った力を土台に、

小学校での学びや新しい環境に適応する力を養い、前向きな気持ちで次のステージへ

進む準備を整えることができるよう、市立幼稚園が地域の中心的役割を担いながら、

架け橋期の教育の推進に取り組んでいきます。 

なお、再編等を実施した後は、再編後の園が、複数の地域における連携を担っていき

ます。 

 

キ 特別な配慮を必要とする子ども達への対応 

前述のとおり、現在、市立幼稚園では１園あたり約１０人という多くの特別な配慮を

必要とする子どもを受け入れていることから、本市としては、特別な配慮を必要とする

子どもへの対応を十分に検討する必要があります。 

幼稚園教育要領解説には、「集団の中で生活することを通して全体的な発達を促して

いくことに配慮し、特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ、個々の幼児の障

害の状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものと

する」とされています。 

このことから、個々の特性に応じ、集団生活を通して発達を促していくことができる

よう、個々に応じた手立てや環境の工夫を行うとともに、常に教師の資質・能力の向上

を図っていきます。 
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（３）基本的な方針について 

これまでの本市における検討結果や幼稚園教育のあり方を踏まえると、就学前の子ど

も達の健やかな成長のためには一定の集団規模が望ましいとされる一方で、９～１１ペー

ジに記載のとおり、本市の市立幼稚園の園児数は年々減少を続けており、１クラスあたり

の定員の半分に満たない幼稚園も複数存在していることから、市立幼稚園の再編等の検

討は避けられない状況となっています。また、建築後相当の年数が経過している施設もあ

り、老朽化などの問題から、大規模修繕を含めた施設の維持管理についても課題となって

います。 

単独の幼稚園で一定の集団規模を確保したり、効率的な公共施設マネジメントを行うた

めには、複数の施設を統廃合することで一つの施設規模を大きくしたり、維持管理を行う

施設数を減らしていくことが必要と考えられます。これまで、２０～２１ページに記載のと

おり、いくつかの幼稚園において部分的に再編の取組を行ってきましたが、近年の少子化

の更なる進行と保育ニーズの高まりの影響で、市立幼稚園の園児数が減少を続けている

現状を踏まえ、全体最適の視点から市立幼稚園のあり方を検討していく必要があります。 

市立幼稚園の再編等の検討にあたって、園児数や施設の老朽化だけを判断材料として

画一的に統廃合を進めていくと、教育の質をどのように担保していくのかということや、

通園が不便になったり、地域によっては就学前施設がなくなったりするなどの教育の機会

が確保できなくなるといった問題が生じることが想定されます。 

さらに、再編というイメージは、あまり好意的に受け取られにくい部分もあることから、

２０ページに記載がある、これまでに再編を実施した園における取組をはじめ、将来の本

市の全ての子ども達に、より良い教育・保育環境を提供できるようにという視点で再編等

の検討を行っていくことが必要です。 

以上のことを踏まえ、本市の市立幼稚園再編等の基本的な方針として、再編にあたって

考慮すべき点を次の４点のとおり定めます。 
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これまでの本市における検討内容から、子どもにとって望ましい教育・保育環境と

は、一定の集団の中で子ども同士が相互に影響し合い、いろいろな友達と思いを伝

え合う経験や協同する経験が得られる環境であると考えます。 

このことから、再編等を実施することにより、一定の集団規模を確保した幼稚園教

育の環境づくりを目指していきます。 

本市では、７つの地域（志賀、北部、中北部、中部、中南部、南部、東部）ごとに、教

育・保育の提供体制の確保を図っています。今後、市立幼稚園の再編等を行うこと

で、１号認定子どもの選択肢が不足してくる地域が発生しないよう、地域ごとに需要

と供給のバランスを考慮して再編等の検討を進めていきます。 

現在、市立幼稚園は、原則「徒歩による通園」としていますが、今後、再編等を実施

することによって通園距離が長くなる場合が想定されます。その場合、地域の実情に

応じて、駐輪場や駐車場の整備、通園バスの検討など、通園方法の見直しを行う必要

があります。 

子ども達がより良い環境で過ごすことができるよう、施設の老朽化への対応な

ど、大規模修繕を含めた施設整備の計画的な推進について検討していきます。一方

で、施設整備のためには莫大な経費が必要となってくることから、再編等の検討と併

せて、設備投資先の選定についても検討を行います。 

また、市立幼稚園がこれまで培ってきた幼稚園教育に係る知識や技術を官民幼保

問わず継承し、本市の全ての子ども達に質の高い幼稚園教育が提供できるよう、人

材の育成を行っていきます。 

加えて、将来にわたって、市立幼稚園が子ども達にとってより魅力的な園となるよ

うな取組について、調査・検討していきます。 
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なお、２６ページから記載している「幼稚園教育のあり方」と２９ページから記載している

「基本的な方針」に加えて、保護者や子ども達にとって、より良い就学前教育の場となるよ

う、各幼稚園の現場を中心に、魅力向上に向けた取組を行っていく必要があります。 

 

（４）適正規模について 

これまでの市立幼稚園のあり方検討を通じて、適正規模は、「多くの友達と影響を与え

合い、切磋琢磨したり、様々な感情体験の機会が得られることに加え、遊びの最小単位が

複数構成できることが望ましい」とされました。具体的には以下のとおりです。 

 

⚫ １学級の園児数  ４歳児 ２０人以上  ５歳児 ２５人以上 

⚫ 各学年の学級数  ２学級以上 

 

この園児数については、以下の考えにより決定されています。 

ア １人の教師が子ども達一人一人に十分に関わり、信頼関係が築ける規模 

イ ４歳児であれば、互いの存在を受け入れ、一緒に遊ぶことが楽しいと感じられる

関わりの場が複数築ける規模 

５歳児であれば、仲間の繋がりを感じたり、共通の課題に力を合わせて取り組む

経験ができる規模 

ウ 子ども達の人間関係が多様になり、様々な感情体験や葛藤体験の機会が得られ、

社会性や協同性の芽生えが培われるために、遊びの最小単位が３～５つ程度構成

できる規模 

 

また、学級数については、以下の考えにより決定されています。 

ア 子ども達の関係性を変えることができ、人と関わる力が高まる規模 

イ 教師間で子どもを多面的に見て理解を深め、指導力を高めることができる規模 

 

上記の園児数と学級数を決めるにあたっての考え方は、「公立幼稚園のあり方基本方針

（平成２５年３月）」において、教育的な観点から検討された内容です。具体的には、大津市

立幼稚園長会が実施した「幼児期における協同的な学びを支える教育環境（適正規模）」の

研究報告や、他市の状況調査、小規模園の園長の実態報告などを参考に議論するととも

に、全国幼児教育研究協会の「幼児集団の形成過程と協同性の育ちに関する研究」や、他

市の適正規模の基準などを手掛かりに、「幼児期の教育にふさわしい環境」の観点に立ち、

個に応じた援助と集団の形成の両面から検討されました。 
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この適正規模については、大津市総合計画第３期実行計画にも「子どもの学びや成長を

促すために複数クラスを確保できるようにする」とあることから、上記の考え方は今後も

引き継ぐものとします。 

ただし、令和３年３月の「市立幼稚園・保育園の今後の方針について」において、望まし

い適正規模として上記の考え方が引き継がれた一方で、再編基準については、それまで採

用されていた４歳児の適正規模２０人での画一的な基準を改め、再編基準の見直しを行い

ました。本計画においても、再編等を検討するにあたっては適正規模を用いることはせず、

後述する再編基準によって検討を行うものとします。 

 

（５）再編基準（基準とする年齢及び人数）について 

これまでの本市における再編基準は、前述のとおり、令和３年３月に以下のとおり見直

しがされています。 

 

４歳児の園児数の適正規模は２０人であるが、１クラスの国の人数の基準を勘案し、 

ア ３年連続して１８人を下回った場合、かつ、現実的に園児数の増加が見込めない

場合には、近隣の幼稚園等との再編を視野に入れて、検討を行います。 

イ １０人を下回ることが、今後、見込まれる場合は、その時点から再編の検討を進め

ていきます。 

ウ ３年連続して、５人を下回った場合は、幼保一体施設を除き、原則、近隣の幼稚園

等との再編を行います。 

 

本計画において再編等を検討するにあたっては、全市立幼稚園で３年保育が実施され

てから、既に５年以上が経過していることなどを鑑み、これまで４歳児を基準としていたと

ころを、３歳児を基準として考えていきます。 

また、人数の基準については、子ども達の過ごす環境として、遊びの集団が複数構成さ

れることが望ましいことや、３歳児の集団規模は４歳児よりやや小さいと考えられること、

１クラスの国の人数の基準が今後見直される動きがあることなどを勘案し、これまで１８人

としていたところを１５人へ見直し、再編等の検討を行っていきます。なお、１０人と５人と

いう基準は見直しを行わず、継続して基準として使用します。ここで用いる園児数の基準

日は、毎年、「４月１日現在（入園予定者を含む）」とします。 
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（６）再編基準に則った検討の進め方について 

再編基準に則った再編等の検討の進め方については、これまでは毎年園児数の実績を

把握し、再編基準と照らし合わせることで再編等の検討を行ってきましたが、この方法で

は将来を見通した形での検討が難しくなります。そこで、本計画においては、毎年の実績

値を用いるのではなく、「令和５年度から令和７年度までの実績値と、令和８年度から令和

１２年度までの推計値の、合計８年間の園児数」を用いて、計画策定時に再編基準に合致す

るかどうかの判断を行い、次のとおり、再編等の検討対象となる園を決定します。なお、再

編等の検討を行う時間軸として、計画期間を令和８年度から令和１７年度までの１０年間と

した上で、令和８年度から令和１２年度までの５年間を第１段階、令和１３年度から令和１７

年度までの５年間を第２段階としてそれぞれ定めます。 

 

3 歳児の園児数が、 

ア ３年連続して１５人を下回る場合、原則として、再編等の検討対象とします。 

イ １０人を下回るか、下回らないかで、第１段階で検討するか、第２段階で検討する

かに区分けします。 

ウ 実績値が３年連続して５人を下回った場合、翌年度４月１日に再編等を行います。 

 

（７）再編基準について 

（５）及び（６）に記載の内容から、本計画における再編基準は次のとおりとします。 

 

ア 再編等を検討する園の決定 

３歳児の園児数について、令和５年度から令和７年度までの実績値と令和８年度

から令和１２年度までの推計値で、「３年連続１５人を下回る」場合は、原則として、

再編等を検討する対象園とします。 

イ 第１段階で再編等を行う園 

令和５年度から令和１２年度までの間で、３歳児の園児数が「１０人を下回る」場

合は第１段階で再編等を行います。 

ただし、その後、園児数が増加に転じる推計の場合は、第２段階とすることも検

討します。 

ウ 第２段階で再編等を行う園 

令和５年度から令和１２年度までの間で、３歳児の園児数が「１０人を下回らない」

場合は、第２段階で再編等を行います。また、第１段階のただし書きに該当する場

合についても、第２段階での再編等を検討します。 
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エ 令和８年度以降の実績値による判断 

３歳児の園児数が５人を下回った場合は、交流保育等を積極的に実施した上で、

３年連続５人を下回った場合は、翌年度４月１日に再編等を行います。 

 

ただし、再編等を進める際には、時代に応じた市立幼稚園のあり方を常に検討する必要

があることから、就学前施設を取り巻く社会情勢等の変化を十分に考慮して検討を行い

ます。 

 

なお、「教育・保育施設の利用状況および規模適正化に向けた現状分析」を基に、計画の

中間年である令和１２年度に中間見直しを行います。見直しにあたっては、質的にも量的

にも柔軟性を持たせるために、以下の内容で検討を行います。 

 

オ 見直し時に用いる園児数 

令和１２年４月１日現在において、令和８年度から令和１２年度までの園児数の実

績値を用います。 

カ 見直し内容 

見直し時の園児数が、再編基準で定める「３歳児が３年連続１５人を下回る場合」

の条件に適合するかどうかに加えて、就学前施設を取り巻く社会情勢等の変化を

十分に考慮して、第２段階で再編等の検討対象とするか再度検討を行います。具体

的には、 

・ 計画策定時に第２段階での再編等を予定していた園について、令和８年度から

令和１２年度までの間で、「３歳児が３年連続１５人を下回る場合に適合しない」、

かつ、「園児数が増加傾向にある」場合は、令和１７年度までは再編等を行いま

せん。 

・ 再編等を進める際には、社会情勢等の変化を鑑み、時代に応じた市立幼稚園の

あり方を検討する必要があることから、中間見直し時においても、再度、十分に

検討を行います。 
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（８）エリアの考え方について 

これまでの本市における再編等を検討するエリアについては、平成２８年９月に策定し

た「大津市立幼稚園における３年保育実施の年次計画・大津市立幼稚園規模適正化に向け

た実施計画」において、以下の理由から、広域エリアを「中学校区ブロック」とし、ブロック

ごとに市立幼稚園の規模適正化を図っていくとされました。 

 

ア 幼・小・中の学びが連続することで、子ども同士の繋がりや育ち合いなど社会性

が培われる。 

イ 保護者が地域との関わりを生かし、気軽に身近な所で幼稚園での子育て支援を

受けることができる。 

ウ 小学校区エリアに近いブロックとなり、身近な地域に根ざした教育や地域交流で

培ってきた関係性を保持できる。 

エ 中学校区を中心として保幼小中連携の研究会等が開催されており、教職員間の

学び合いや交流の場となっている。 

 

本計画において、再編等を検討するエリアを検討するにあたっては、次ページの表 ９及

び図 １５に示すとおり、本市で主に用いられている地域の考え方を参考に議論を行いまし

た。現在の市立幼稚園の状況は、上記のア～エに記載のとおり、小中学校や地域との繋が

りが大きく、また、今後の地域内の就学前施設同士の繋がりも考慮して、本計画において

も引き続き中学校区を基本に検討していくこととします。  
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表 ９ 主な地域の考え方 

図 １５ 各学区市域図（左から小学校区、中学校区、教育・保育提供区域） 
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（９）再編等に係る検討フローについて 

再編基準に合致した場合に、どのような再編等の手法を検討していくのかについて、い

くつかにパターン分けをしたフロー図を図 １６のとおり示します。このフロー図は、該当園

の立地状況を基に、公立園（市立幼稚園及び市立保育園）の位置関係から再編等の方向性

を検討し、最後に、周辺の他の就学前施設の状況を勘案していくというものになります。 

本計画は市立幼稚園の再編等を検討するものであることから、上図に記載のある「公立

園同士の再編等を検討」するとなった場合、別途、市立保育園のあり方を検討する必要が

あります。 

なお、公立園同士の再編等として、公立認定こども園の設置を検討することになった場

合であっても、大津市こども・若者支援計画との整合性を図っていく必要があります。 

次の表 １０は、大津市こども・若者支援計画の量の見込み（需要）と確保方策（供給）を

示したものです。令和１１年度までで、１号認定子どもについては、全ての地域において需

要が満たされており、２号認定子どもについては、一部供給が不足している地域がありま

す。公立認定こども園の設置を検討する場合、需要が満たされている地域に更に認定こど

も園を設置することは供給過多となり、計画との整合性がとれないことから、再編等を検

図 １６ 再編等に係る検討フロー 
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討するにあたっては、地域ごとの需要と供給のバランスを図っていくことが重要です。 

 

  

表 １０ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保方策 
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（１０）地域性等の考慮について 

図 １６の※印に記載の地域性や中学校区内における就学前施設（公民問わず）の状況に

加えて、次のような視点も含めて、総合的に判断していく必要があります。 

ア 園舎の規模や築年数、園庭の広さ 

イ 駐車場の有無や台数、周辺道路の状況 

ウ 立地状況（都市計画や防災に係る情報） 

エ 教育環境や子どもの育ちの環境という観点から見た園庭などが持つ特徴 

オ 各園が持つ歴史的な背景 
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【第３章 基本計画】 

６ 基本的な再編等の計画 

（１）検討の流れについて 

第２章 基本方針で記載のとおり、再編等の検討に当たっては、園児数の推移だけで判

断していくのではなく、教育的観点や地域性などを総合的に判断していく必要があること

から、図 １７に示す流れで検討を行っていきます。 

 

 

（２）再編等の方向性について 

ア 園児数の推移について 

園児数については、３４～３５ページに記載の再編基準において、令和５年度か

ら令和７年度までの実績と令和８年度から令和１２年度までの推計値の合計８年間

の園児数を用いるとしていることから、当該期間における各市立幼稚園の園児数

の推移を表 １１のとおり示します。ここで、再編基準に当てはめた結果、表 １１の

施設名の色分けしています。 

図 １７ 再編等の方向性の検討の流れ 
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⚫ 再編等を検討する園（３４ページ（７）アに該当する園） 

⇒ 施設名を緑字又は赤字としています。 

⚫ 第１段階で再編等を行う園（３４ページ（７）イに該当する園） 

⇒ 施設名を赤字にしています。 

⚫ 第２段階で再編等を行う園（３４ページ（７）ウに該当する園） 

⇒ 施設名を緑字にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 １１ 各市立幼稚園の園児数推移 
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イ 再編等を検討するエリアの設定について 

３６ページに記載のとおり、本計画においては、中学校区を基本として再編等の

検討を行っていきます。そこで、４２ページで使用した中学校区については、図 １８

に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

ウ 検討フローによる検討について 

３８ページに記載の図 １６ 再編等に係る検討フローに当てはめて、再編等の方

向性の検討を行い、表 １２のとおり示します。ここで中学校区については、各市立

幼稚園が所在している中学校区とし、図 １８に示すとおりです。 

 

 

①志賀中学校区 

②葛川・伊香立・真野中学校区 

③堅田中学校区 

④仰木中学校区 

⑤日吉中学校区 

⑥唐崎中学校区 

⑦皇子山中学校区 

⑧打出中学校区 

⑨粟津中学校区 

⑩北大路中学校区 

⑪石山中学校区 

⑫南郷中学校区 

⑬田上中学校区 

⑭青山中学校 

⑮瀬田中学校 

⑯瀬田北中学校区 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

図 １８ 市域図（中学校区ブロック） 
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エ 施設の状況及び園の特徴について 

園舎の規模や築年数、園庭の広さ、駐車場の有無など、各市立幼稚園の物理的

な環境は、次ページの表 １３に示す施設の状況のとおりです。 

また、教育環境や子どもの育ちの環境、各園が持つ歴史的な背景などの園の特

徴については、表 １４に示す市立幼稚園の特徴のとおりです。 

表 １２ 検討フローに当てはめた再編等の方向性 
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表 １３ 市立幼稚園の施設の状況 
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表 １４ 市立幼稚園の特徴 
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（３）検討経過とその概要について 

（２）再編等の方向性につ

いて、に記載した内容を基

に、全市立幼稚園に対して

再編等の方向性を具体的に

検討しました。 

加えて、検討に当たって

は、図 １９に示す市内の就

学前施設（公立園、幼稚園

型認定こども園、幼保連携

型認定こども園、幼稚園）の

位置関係も参考にしまし

た。 

再編等の方向性について

の検討結果は、表 １５に示

す再編等の方向性一覧のと

おりとなります。 

 

  

図 １９ 市内の主な就学前施設位置図 
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ア 志賀中学校区 

志賀北幼稚園及び志賀南幼稚園は、ともに第２段階に該当する。 

一方で、地域が広大であることに加えて、両市立幼稚園ともに同学区内に公立

保育園があるという地域性を考慮し、第２段階では再編を行わないこととする。 

 

イ 真野中学校区・堅田中学校区 

真野幼稚園は第１段階、伊香立・真野北幼稚園は第２段階にそれぞれ該当するた

め、堅田幼稚園との再編を検討した。 

しかし、同学区内に公立保育園があるという伊香立・真野北幼稚園の地域性と、

堅田幼稚園の周辺状況等を考慮し、再編等の方向性として、真野幼稚園と伊香立・

真野北幼稚園との再編を行うこととする。 

 

ウ 仰木中学校区 

仰木の里幼稚園及び仰木の里東幼稚園は、ともに第１段階に該当する。 

園舎や園庭、駐車場の有無、園の周辺の特徴や環境、また、地域の歴史や地域と

の繋がりを考慮し、仰木の里幼稚園に再編することとする。 

 

エ 日吉中学校区 

坂本幼稚園及び下阪本幼稚園が位置するが、ともに再編基準に合致していない

ことから、再編は行わないこととする。 

 

オ 唐崎中学校区・皇子山中学校区 

唐崎幼稚園及び志賀幼稚園は、ともに再編基準に合致していないが、長等幼稚

園は第１段階に該当する。 

唐崎幼稚園は、公立保育園と隣接しているという特徴があることから、再編基準

には合致していないものの、公立保育園とのあり方を検討していくこととする。 

長等幼稚園は、園の環境が素晴らしいこと、今後園児数が増加傾向の推計とな

っていることを考慮して、第１段階ではなく、第２段階で志賀幼稚園への再編を検

討することとする。 
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カ 打出中学校区 

逢坂幼稚園及び大津幼稚園は、ともに第１段階に該当し、平野幼稚園は再編基

準に合致していない。 

逢坂幼稚園は、近隣に公立保育園が位置することから、公立保育園とのあり方

を検討していくこととする。 

大津幼稚園は、大津市で最初の市立幼稚園という歴史があるものの、再編基準

に合致していることから、平野幼稚園と再編を行うこととする。 

 

キ 粟津中学校区・北大路中学校区 

膳所幼稚園は、再編基準に合致していないが、晴嵐幼稚園は第２段階、富士見幼

稚園は第１段階にそれぞれ該当する。 

膳所幼稚園の園庭や周辺環境を考慮して、膳所幼稚園に再編を行うが、再編の

時期を合わせるために第２段階で検討を行うこととする。 

 

ク 石山中学校区・南郷中学校区 

石山幼稚園は、再編基準に合致していないが、南郷幼稚園及び大石幼稚園は、

ともに第１段階に該当する。 

特に大石幼稚園の地理的環境が議論となったが、南郷幼稚園及び大石幼稚園と

もに園児数が少ないことから、子ども達の育ちの環境を考慮し、石山幼稚園に再

編を行うこととする。 

 

ケ 田上中学校区・青山中学校区 

田上幼稚園、上田上幼稚園、青山幼稚園は、いずれも第１段階に該当する。 

園舎の規模や園庭の環境、駐車場の有無などを考慮して、田上幼稚園に再編を

行うこととする。 

 

コ 瀬田中学校区・瀬田北中学校区 

瀬田幼稚園、瀬田南幼稚園、瀬田東幼稚園、瀬田北幼稚園は、いずれも再編基準

に合致していない。 

一方で、瀬田南幼稚園は、現状も、公立保育園と幼保一体化施設として運営して

いることから、公立保育園とのあり方を検討していくこととする。 
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中学 

校区 
施設名 

検討 

タイミング 

【第１段階】 

５年後イメージ 

【第２段階】 

１０年後イメージ 

志賀 
志賀北幼稚園 第２段階 志賀北幼稚園 志賀北幼稚園 ※１ 

志賀南幼稚園 第２段階 志賀南幼稚園 志賀南幼稚園 ※１ 

真野 
伊香立・真野北幼稚園 第２段階 

伊香立・真野北幼稚園 
伊香立・真野北幼稚園 

※１ 真野幼稚園 第１段階 

堅田 堅田幼稚園  堅田幼稚園 堅田幼稚園 

仰木 
仰木の里幼稚園 第１段階 

仰木の里幼稚園 仰木の里幼稚園 
仰木の里東幼稚園 第１段階 

日吉 
坂本幼稚園  坂本幼稚園 坂本幼稚園 

下阪本幼稚園  下阪本幼稚園 下阪本幼稚園 

唐崎 
唐崎幼稚園  ※２ ※２ 

志賀幼稚園  志賀幼稚園 
志賀幼稚園 

皇子山 長等幼稚園 第１段階 長等幼稚園 

打出 

逢坂幼稚園 第１段階 ※２、※３ ※２、※３ 

大津幼稚園 第１段階 
平野幼稚園 平野幼稚園 

平野幼稚園  

粟津 
膳所幼稚園  膳所幼稚園 

膳所幼稚園 晴嵐幼稚園 第２段階 晴嵐幼稚園 

北大路 富士見幼稚園 第１段階 富士見幼稚園 

石山 石山幼稚園  

石山幼稚園 石山幼稚園 
南郷 

南郷幼稚園 第１段階 

大石幼稚園 第１段階 

田上 
田上幼稚園 第１段階 

田上幼稚園 田上幼稚園 上田上幼稚園 第１段階 

青山 青山幼稚園 第１段階 

瀬田 
瀬田幼稚園  瀬田幼稚園 瀬田幼稚園 

瀬田南幼稚園  ※２ ※２ 

瀬田北 
瀬田東幼稚園  瀬田東幼稚園 瀬田東幼稚園 

瀬田北幼稚園  瀬田北幼稚園 瀬田北幼稚園 

※１ 再編基準に合致するものの、学区内に公立保育園が位置することから、公立保育園とのあり

方を並行して検討していく必要がある。 

※２ 公立園同士の再編等を検討した結果のあり方となる（ただし、別途、大津市立保育園のあり方

も検討する必要がある）。 

※３ 公立園同士の再編等を実施しないこととなった場合は、市立幼稚園同士の再編等を検討する。 

表 １５ 再編等の方向性一覧 
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（４）全体スケジュールについて 

本計画における全体スケジュールは次のとおりです。 

前述のとおり、全体を５年間ずつの第１段階と第２段階に分けて再編等を検討すること

で、本計画の計画期間は計画策定から１０年間とします。 

その上で、各段階における優先順位については一律に定めることはせず、当事者である

保護者や地域の方などへの説明会などの機会を通じて、丁寧に進めていきます。 

なお、中間年である令和１２年度には中間見直しを実施します。 

 

 
図 ２０ 全体スケジュール 
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【第４章 実行計画】 

７ 再編等の実行計画 

（１）実行計画の策定について 

前章までの検討を経て、実際に再編等を検討していくにあたっては、それぞれの園ごと

に、より具体的な実行計画を作成する必要があります。 

実行計画に記載すべき主な内容としては、 

⚫ 園児数の推移と見込み 

⚫ 再編等を実施する時期 

⚫ 再編等を実施する方法 

⚫ 再編等を実施する旨の周知時期 

となります。 

これらの内容を記載した実行計画を、再編等を実施する２年前には作成し、該当園の関

係者（保護者や地域の方など）に対して、説明を行っていく必要があります。 

 

（２）実行計画の様式について 

実行計画の様式を次ページのとおり定めます。 
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図 ２１ 実行計画様式 
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図 ２２ 実行計画記載例 


